
２．平成１８年秋季全国⽕災予防運動に対する協⼒について

平成１８年秋季火災予防運動

　総務省消防庁より、平成１８年秋季全国火災予防運動に対する協力依頼がありましたので掲載いたしま

す。

　本運動の展開に当たっては、地域単位で住民が一体となって安心・安全な地域づくりが広く行われるよう、

周知・啓発を進める必要があります。特に、昨年は住宅火災による死者数が過去最悪の事態を迎えたこと、

今後更なる増加を懸念し、６月１日の住宅用火災警報器の設置義務付けのスタートに併せ、総務大臣より

「住宅防火推進宣言」が行われました。住宅防火対策については同宣言を踏まえ、より幅広く積極的に推進

することとしています。

実施期間 平成１８年１１月９日（木）から１１月１５日（水）までの７日間

重点目標 １．住宅防火対策の推進

２．放火火災・連続放火火災防止対策の推進

３．特定防火対象物等における防火安全対策の徹底

詳しくはこちらをご覧下さい

秋の火災運動消防庁長官通知（ＰＤＦ）

秋の火災運動課長通知（ＰＤＦ）
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